
　

　

○災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を
　改正する条例議案
　　災害弔慰金の支給等に関する法律の一部
　を改正する法律の施行等に伴い、規定の整
　備を行うため、条例の一部を改正するもの。

○市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正す
　る条例議案
　　子ども・子育て支援法の一部を改正する
　法律の施行に伴い、規定の整理を行うため、
　条例の一部を改正するもの。

○陸上競技場トラック等改良工事請負契約締
　結議案
　　陸上競技場トラック等改
　良に係る標記工事について、
　愛亀・福留特定建設工事共
　同企業体との間に価格２億
　 7 , 4 8 7 万 9 , 0 0 0 円 で請負契
　約を締結しようとするもの。

○市長等の給与、旅費等に関する条例の特例
　に関する条例制定議案
　　市長が休日に自家用車を運転している際
　に、最高速度違反に係る反則行為をしたこ
　とに関し、市長の給料月額を減じる特例に
　ついて、条例を制定するもの。

９月定例会で可決した主な議案
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屋
外
広
告
物
の
安
全
性
確
保
に
向
け
て

　

本
年
８
月
台
風
10
号
の
本
県
接
近

に
伴
い
高
須
地
区
に
お
い
て
、
金
属

製
の
大
型
看
板
が
強
風
を
受
け
、
隣

接
す
る
駐
車
場
に
落
下
し
ま
し
た
。

　

本
市
で
は
、
平
成
10
年
に
屋
外
広

告
物
条
例
を
施
行
し
ま
し
た
。
こ
の

条
例
で
は
、
屋
外
広
告
物
の
許
可
、

禁
止
広
告
物
、
禁
止
物
件
、
禁
止
地

域
等
の
指
定
、
屋
外
広
告
業
登
録
等

問

無
許
可
広
告
物
へ
の
警
告
は

行
っ
て
い
る
の
か
。

答

違
反
が
疑
わ
れ
る
広
告
物
に

つ
い
て
は
、
平
成
28
年
度
か
ら
調
査

を
実
施
し
て
い
る
が
、
対
象
の
多
さ

に
加
え
、
許
可
基
準
の
高
さ
や
幅
、

表
示
面
積
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
た

め
、
時
間
を
要
し
て
い
る
。

　

今
年
度
か
ら
調
査
内
容
を
精
査
し
、

広
告
物
の
店
舗
と
広
告
主
へ
通
知
文

書
を
送
付
し
、
適
正
な
手
続
き
を
と

る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

今
後
は
路
線
ご
と
の
調
査
を
完
了

と
同
時
に
、
ス
ピ
ー
ド
感
を
持
っ
て

指
導
を
行
っ
て
い
く
。

問

広
告
主
が
な
い
無
地
の
看
板

に
は
安
全
点
検
の
案
内
や
指
導
が
さ

れ
て
お
ら
ず
、
安
全
性
に
問
題
が
あ

に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
秩
序
を
も

っ
た
屋
外
広
告
物
の
表
示
を
求
め
て

い
ま
す
。

る
の
で
は
な
い
か
。

答

無
地
の
看
板
は
屋
外
広
告
物

に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
本
市
か

ら
安
全
点
検
に
関
す
る
指
導
を
行
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
維
持
管

理
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
や
維
持
管

理
責
任
者
に
義
務
が
あ
る
た
め
、
今

後
と
も
除
却
届
が
出
さ
れ
た
機
会
を

利
用
す
る
な
ど
、
点
検
や
維
持
管
理

の
必
要
性
な
ど
の
啓
発
活
動
に
継
続

し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

問

今
後
の
屋
外
広
告
物
行
政
を

ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
。

答

現
地
調
査
の
結
果
、
指
導
が

必
要
な
物
件
に
つ
い
て
は
、
南
国
バ

イ
パ
ス
や
土
佐
道
路
な
ど
の
幹
線
道

路
沿
い
の
広
告
物
か
ら
順
次
当
該
広

告
主
に
対
し
て
適
正
な
手
続
き
を
と

る
よ
う
通
知
す
る
こ
と
と
し
、
今
般

の
よ
う
な
事
故
が
発
生
し
な
い
よ
う

に
、
指
導
を
強
化
し
て
い
く
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
高
知
県
屋
外

広
告
美
術
協
同
組
合
と
の
会
合
や
イ

ベ
ン
ト
な
ど
の
場
に
お
い
て
、
許
可

申
請
お
よ
び
点
検
の
必
要
性
な
ど
に

つ
い
て
啓
発
し
て
お
り
、
今
後
も
設

置
業
者
に
対
し
て
も
継
続
し
て
取
り

組
ん
で
い
く
。

　

広
告
物
に
つ
い
て
は
、
許
可
の
要

不
要
を
問
わ
ず
、
事
故
防
止
の
た
め

に
定
期
的
に
安
全
点
検
を
行
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
や
県
、

同
組
合
と
も
連
携
し
、
的
確
な
管
理

と
指
導
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

く
。　

第
４
７
１
回
臨
時
会

　

８
月
５
日
に
臨
時
会
を
開
催

し
、
市
長
か
ら
ヨ
ネ
ッ
ツ
こ
う

ち
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
関

す
る
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
員

賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。


